
事
務
所
で
の
遺
言
セ
ミ
ナ
ー

（
３
月
２
日
）
に
２
名
、
城

南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

で
の
セ
ミ
ナ
ー
（
３
月
23
日
・

24
日
）
に
９
名
の
方
に
参
加

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆

さ
ん
熱
心
に
お
聞
き
い
た
だ

き
、
質
問
も
い
た
だ
き
ま
し

た
。
遺
言
・
終
活
・
エ
ン
デ
ィ

ン
グ
ノ
ー
ト
等
に
興
味
を
持

ち
、
真
摯
に
取
り
組
ま
れ
て

い
る
様
子
で
し
た
。

Ｑ
負
の
財
産
が
あ
る
場
合
の

相
続
は
？

Ａ
相
続
放
棄

財
産
の
一
切
を
相
続
し
な

い
こ
と
で
す
。
相
続
開
始

を
知
っ
て
か
ら
３
か
月
以

内
に
家
庭
裁
判
所
に
申
述

し
ま
す
。
一
度
す
る
と
取

り
消
す
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

限
定
承
認

相
続
財
産
の
範
囲
内
で
責

任
を
負
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
相
続
財
産
か
ら
負
の

財
産
を
清
算
し
て
、
財
産

が
余
れ
ば
そ
れ
を
引
き
継

ぎ
ま
す
。

Ｑ
不
動
産
と
お
金
を
相
続
す

る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
、

不
動
産
を
放
棄
す
る
こ
と

は
で
き
ま
す
か
？

Ａ
結
論
か
ら
言
い
ま
す
と
、

で
き
ま
せ
ん
。
相
続
放
棄

は
「
相
続
の
一
切
の
権
利

を
放
棄
す
る
」
こ
と
で
す
。

こ
の
場
合
の
解
決
方
法
の

一
つ
と
し
て
、
相
続
人
全

員
で
遺
産
分
割
協
議
を
行

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

遺
言
セ
ミ
ナ
ー

４
月
20
日
（
土
）

ち
ょ
っ
と
こ
場
（
琴
平
）

４
月
27
日
（
土
）

28
日
（
日
）

マ
ル
タ
ス
（
丸
亀
）

未
来
へ
つ
な
ぐ
終
活
・
遺
言

１
～
２
か
月
に
１
回

発
行
予
定
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1

セ
ミ
ナ
ー
で
の

質
疑
応
答

３
月
に
事
務
所
及
び
城
南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
で

「
家
族
と
財
産
の
未
来
へ
の
道
し
る
べ
～
遺
言
の
基
礎
知
識
」

を
実
施
し
。
11
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
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未来へつなぐ
終活・遺言

丸亀のシンボル「讃岐富士（飯野山）」
をモチーフに、イニシャルの「Ｓ」を
デザインしています。

城南コミュニティセンターでのセミナーの様子

今
後
の
予
定

令和６年４月１日より、、
不動産の所有者不明問題
の解決や不動産取引の円
滑化などを目的として、
相続登記が義務化されま
した。相続で不動産を取
得した方は、取得を知っ
た日から３年以内に相続
登記を申請する必要があ
ります。令和６年４月１
日より前に相続した不動
産で、相続登記がされて
いないものについては、
令和９年３月３１日まで
に相続登記をする必要が

あります。もし、申請を
怠ると１０万円以下の過
料を科される可能性があ
ります。固定資産税の納
付通知書が届く時期です
ので、今一度ご確認くだ
さい。詳細は法務省のホー
ムページをご覧ください。

法務省ホームページ

登記義務化

人
生
を
安
心
し
て
送
る
た
め
の
準
備

自
分
の
思
い
を
伝
え
財
産
を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

遺
言
セ
ミ
ナ
ー
開
催

事務所ＨＰ


